
報告日：令和８年３月31日

１．「基本原則」及び「遵守原則」の遵守概況

基本原則の
遵守状況

遵守原則
遵守原則の
遵守状況

遵守 １－１．教育研究目的の明確化、理解の獲得 遵守

２－１．有益な人材の育成 遵守
２－２．社会への貢献 遵守

３－１．法令の遵守、社会貢献 遵守

３－２．理事会による執行、監督機能の実質化、
不正防止制度整備 遵守

３－３．積極的な情報公開 遵守

４－１．大学運営に係る諸制度の実質化、自律的
な大学運営 遵守

４－２．財政基盤の安定化、経営基盤の強化 遵守

２．遵守状況の確認フロー図

３．「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

　遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況 遵守

Ⅰ．自律性の確保

基本原則

〇担当部署：遵守状況の点検、報告書の作成
　　↓
〇内部監査室：点検結果の確認、指摘事項等の付記
　　↓
〇常任理事者会：遵守状況の確認
　　↓
〇理事会：遵守状況の確認・了承
　　↓
〇ステークホルダー：遵守状況の公開
〇日本私立大学連盟：遵守状況の報告

令和７年度「学校法人武蔵野大学ガバナンス・コード」遵守状況の点検結果

遵守

遵守

遵守

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

Ⅳ．継続性の確保

Ⅲ．信頼性・
　　透明性の確保

Ⅱ．公共性の確保

広く社会に対し大学ホームページにて、本法人が目標とする大学のあるべき姿の基本的な方
向性を示した「学校法人武蔵野大学グランドデザイン」並びに、教育研究の改善充実・質的
向上を目指す内容を盛り込んだ中長期計画及び毎年度の事業報告書を公表している。また、
教職員の理解を深めるため、中長期計画を学内に周知することに加え、大学方針説明会にお
いて詳細に説明を行っている。これらの取り組み等により、遵守原則１－１を遵守してい
る。



基本原則「２．公共性の確保」

　遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況 遵守

　遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況 遵守

基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

　遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況 遵守

　遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況 遵守

　遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況 遵守

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

学校教育法施行規則等に則り、教育研究、財務・評価、学則・規程等の情報を大学ホーム
ページにおいて広く社会に対し公開している。公開にあたっては情報を網羅的に収集する体
制を整備し、ステークホルダーからの理解が得られるようわかりやすい開示を心掛けてい
る。これらの取り組み等により、遵守原則３－３を遵守している。

本法人が目標とする大学のあるべき姿の基本的な方向性を示した「学校法人武蔵野大学グラ
ンドデザイン」及び中長期計画を策定している。特に令和７年度からスタートした第二期中
期計画では、①チャレンジＡ ウェルビーイング社会の創造に貢献するCreativeな実践者の
輩出、②チャレンジＢ スチューデント・サクセスを実現する響創的な学修の推進、③チャ
レンジＣ ＭＵのブランドに共鳴する学生の安定的な確保、④チャレンジＤ 多様な学生・教
職員が集い、Creative な実践者を育む体制の整備、⑤チャレンジＥ 新たな教育市場と価値
創出、を掲げると共に具体的な計画を立案している。これらの計画を実行する中で、建学の
精神等に基づく多様な人材育成像を保持しつつ、時代や社会の変化を踏まえながら有為な人
材を育成するべく教育研究活動に取り組んでいる。これらのことにより、遵守原則２－１を
遵守している。

地域の自治体や企業等と対話しながら、本学の教育研究資産を社会に還元している。高齢化
社会が進展する中、本学の建学の精神の礎である仏教等の教育資産は地域住民の関心が高
く、利便性の高い駅前にサテライトキャンパスを開設し、生涯学習講座を展開している。ま
た、産官学連携においても事務局を設けて、本学の研究シーズ集を作成し、企業側のニーズ
との接点を見出しながら社会課題の解決につながる研究に取り組んでいる。この取り組み等
により、遵守原則２－２を遵守している。

法人におけるガバナンスを強化し、常に法令を遵守するために、内部監査室、監事及び会計
監査人の連携体制を確立することに加え、監事間の連携強化を意図した常勤監事と非常勤監
事との会議の開催や監事への研修機会の提供により、理事会及び理事の職務執行に対する監
督機能の向上に努めるとともに、教育研究活動及びその成果を公開している。この取り組み
等により、遵守原則３－１を遵守している。また、改正私立学校法（令和７年４月１日施
行）の常勤監事の設置義務化に伴い常勤監事を設置し、監事機能の向上に取り組んでいる。

役職者の選解任に関する規程を整備し、透明性のある選解任を実施しているとともに、理事
会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るために有効性の高い内部統制体制を確立
する諸規程を整備している。また、内部通報に係る体制の整備や理事のうち１名を法律の専
門知識を有する者から選び、法人のコンプライアンスを担当させるなど利益相反や不正行為
を防止するための取り組みを行っている。この取り組み等により、遵守原則３－２を遵守し
ている。



基本原則「４．継続性の確保」

　遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況 遵守

　遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況 遵守

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

遵守原則の
遵守方法に
係る説明

評議員会、理事会及び監事等の機能の実質化を図るべく、寄附行為及び諸規程において、業
務の決定者及び執行者の権限と責任や選解任について定めている。また、学外理事者会は、
常任理事者会が理事会から委任された業務の決定及び執行の状況について、理事長と常務理
事を監督、評価している。この取り組み等により、遵守原則４－１を遵守している。なお、
教育研究活動の更なる発展のため、大学における教学ガバナンスを再構築し、教学に係る業
務の決定及び執行の権限を明確化するために関連規程を整備した。また、中学校・高等学校
における教学ガバナンスも再構築し、関連規程の整備に取り組んでいる。

財政基盤の安定化及び経営基盤の強化に向けて、組織的に取り組むことができるよう、規程
及び体制等を整備している。また、災害対応や情報セキュリティをはじめとする危機管理体
制を拡充するため、規程、消防計画・防火防災対応チャート及び危機管理マニュアル等を整
備している。この取り組み等により、遵守原則４－２を遵守している。


	公開用

